
国土形成計画
中間とりまとめについて

国土形成計画について

国土形成計画は昭和 37 年に決定された全国総
合開発計画以来，総合的かつ長期的な国土のあり
方を示すものである。国土資源や海域の利用・保
全，「防災・減災，国土強靱化」，都市及び農山漁
村の整備，産業立地，交通・情報通信ネットワー
ク，文化・観光資源の保護，環境の保全及び景観
の形成など広範な政策分野について，国土づくり
の観点から方向性を提示している。

このように，様々な主体が国土づくりを展開し
ていくための総合的かつ長期的な道しるべとなる
国土形成計画は，未来を担う次世代に国土づくり
のメッセージを伝えるものである。平成 27 年に
第二次国土形成計画が策定されたが，近年，新型
コロナウイルス感染症の拡大は社会を一変させ，
テレワークをはじめ新しい働き方を実施する企業
が増えるなど，国民の暮らし方や働き方が大きく
変化している。激甚化・頻発化する自然災害への
対応，ウクライナ情勢をきっかけに緊迫する国際
情勢など，まさに，現在，我が国の国土を巡る状
況は時代の転換期を迎えている。

国土形成計画は，「国土」という空間と，その
空間で行われる「人々の活動」に着目して国土づ
くりを行うものである。国土形成計画の前身であ
る全国総合開発計画がスタートした昭和の半ば

は，モノが量・質ともに圧倒的に不足していた時
代であり，量の充足を進めることが質の充足に直
結していた。しかし，国民の価値観やライフスタ
イルの多様化が進んでいる現代，人々の活動とこ
れを支えるデジタル活用というソフト面のあり方
が，交通インフラや都市インフラの整備といった
ハード面のあり方を大きく変えるようになってい
る。

こうした中で，令和 3 年 6 月の「国土の長期展
望」最終とりまとめ（国土審議会計画推進部会国
土の長期展望専門委員会）を受け，新たな国土形
成計画と国土利用計画について審議するため，計
画部会（部会長：増田寛也 日本郵政株式会社 取
締役兼代表執行役社長）を設置することが，同年
7 月 2 日に開催された第 23 回国土審議会におい
て決定された。

計画部会は，同年 9 月 28 日から令和 4 年 6 月
30 日までの間に 12 回の開催を重ね，委員の皆さ
まに活発な議論をいただいた（図－ 1）。本稿で
は，令和 4 年 7 月 15 日の第 24 回国土審議会に報
告された「国土形成計画（全国計画）中間とりま
とめ」の概要について概説する。

中間とりまとめの概要

⑴　国土の課題
「中間とりまとめ」では，我が国が直面する国
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〇家田 仁 政策研究大学院大学特別教授
　畝本 恭子 日本医科大学多摩永山病院救命救急科准教授
　海老原 城一 アクセンチュア株式会社ビジネスコンサル
 ティング本部マネジング・ディレクター
　小田切 徳美 明治大学農学部教授
　風神 佐知子 慶應義塾大学商学部教授
　加藤 史子 WAmazing株式会社代表取締役社長/CEO
　木場 弘子 フリーキャスター，千葉大学客員教授
　久木元 美琴 専修大学文学部教授
　桑原 悠 新潟県津南町長
　坂田 一郎 東京大学大学院工学系研究科教授
 　　・地域未来社会連携研究機構長
　地下 誠二 株式会社日本政策投資銀行代表取締役社長
　首藤 由紀 株式会社社会安全研究所代表取締役所長
　末松 則子 三重県鈴鹿市長
　瀬田 史彦 東京大学大学院工学系研究科准教授
　高村 ゆかり 東京大学未来ビジョン研究センター教授
　滝澤 美帆 学習院大学経済学部教授
　田澤 由利 株式会社テレワークマネジメント代表取締役
　冨山 和彦 株式会社経営共創基盤（IGPI）グループ会長
　中出 文平 長岡技術科学大学名誉教授
　西山 圭太 東京大学未来ビジョン研究センター客員教授
　広井 良典 京都大学人と社会の未来研究院教授
　福和 伸夫 名古屋大学名誉教授
　藤沢 久美 株式会社国際社会経済研究所理事長
◎増田 寬也 日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長
　村上 由美子 MPower Partners ゼネラル・パートナー
　諸富 徹 京都大学大学院経済学研究科教授

第１回：令和３年９月28日（火）15:00～17:00
・国土形成計画及び国土利用計画の議論の進め
 方について

第２回：令和３年11月16日（火）15:00～17:00
・ローカルの視点：「地域生活圏」について

第３回：令和３年12月20日（月）14:00～16:00
・新計画策定に当たっての考え方
・ローカルの視点：「地域生活圏」について

第４回：令和４年１月27日（木）10:00～12:00
・新計画策定に当たっての考え方
 　西山 圭太 委員
 　「DX の思考法と国土計画」
・ローカルの視点：「地域生活圏」に必要な機能
 ごとの課題と対応の方向性

第５回：令和４年２月21日（月）16:00～18:00
・前回までの議論を受けた整理
・ローカルの視点～様々な課題に共通する横断的
 な論点～
 地方の人材の確保・育成（女性の活躍・関係人口
 との連携）

第６回：令和４年３月３日（木）10:00～12:00
・カーボンニュートラルへの対応
・交通ネットワーク

第７回：令和４年３月23日（水）14:30～16:30
・防災・減災、国土強靱化

第８回：令和４年４月４日（月）15:00～17:00
・産業の国際競争力強化
 　地下 誠二 委員
 　「脱炭素化、デジタル化の視点から見た
 　地域産業の課題と展望」
・大都市リノベーション
・スーパー・メガリージョンの形成

第９回：令和４年４月26日（火）16:00～18:00
・人口減少下の土地の利用・管理（国土利用関係）

第10回：令和４年５月16日（月）14:30～16:30
・デジタル田園都市国家構想の紹介
・中間とりまとめに向けた整理

第11回：令和４年６月８日（水）10:00～12:00
・中間とりまとめに向けた議論

第12回：令和４年６月30日（木）15:00～17:00
・中間とりまとめ案について

国土審議会計画部会　委員名簿国土審議会計画部会における検討経緯
（◎部会長，〇部会長代理）  ※五十音順敬称略

令和４年７月時点

図－ 1　計画部会における検討経緯及び計画部会の委員

土の課題を七つに整理した。①人口減少・少子高
齢化への対応（図－ 2），②巨大な自然災害リス
クへの対応，③気候変動への対応（カーボンニュ
ートラルの実現）の三つ，これらの事象が進行・
発生する中，我々の知恵と工夫で克服しなければ
ならないものとして，④東京一極集中の是正，⑤
地方の暮らしに不可欠な諸機能の確保，⑥国際競
争力の向上，⑦エネルギーと食料の安定供給であ
る。

このうち，「②巨大な自然災害リスクへの対応」
については，南海トラフ地震や日本海溝・千島海
溝周辺海溝型地震，首都直下地震など，巨大な自
然災害の切迫性，また近年激甚化・頻発化してい
る洪水や土砂災害など水災害が，気候変動の進行
に伴いさらに悪化していく恐れがある（図－ 3）。
一方で，太平洋ベルト地域や首都圏に人口・産業
が集中し，全国各地で災害リスクエリアに多くの
住宅・都市機能が立地しており，これらの巨大な
自然災害等に対し，国民生活や社会経済活動の持
続性を確保し，国民の生命・財産を守ることは国
の重要な責務である。

また「③気候変動への対応（カーボンニュート
ラルの実現）」では，地球温暖化の進行により極
端な高温，大雨の頻度と強度の高まりといった異
常気象が顕在化しており，気候変動問題は世界各
国が喫緊に対応すべき課題となっている。我が国
は，2050 年までのカーボンニュートラルの実現
を目標として掲げ，それと整合的で野心的な目標
として，2030 年度に温室効果ガスを 2013 年度か
ら 46％削減することを目指し，さらに，50％の
高みに向けて挑戦を続けていくことを宣言してい
る。このため，再生可能エネルギーの導入促進
等，国・地方公共団体・企業・国民などあらゆる
主体は，その実現に向けて積極的に取組を進めて
いくことが求められる。

取組にあたっては，経済成長の制約やコストの
増加ではなく成長の機会と捉え，あらゆる主体が
取り組むことが重要であり，カーボンニュートラ
ルと地域が抱える課題を同時に解決していく視点
が必要である。また，脱炭素化に向けて，CO2 排
出量の多い産業が集積する地域では，地域産業の
円滑な転換を図る必要がある。
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⑵　共通して取り入れるべき課題解決の原理
前記に示した課題は，これまで抜本的な解決に

至っていない課題である。これらの課題に対する
新たな発想による令和版の解決原理として，①民

の力を最大限発揮する官民共創，②デジタルの徹
底活用，③生活者・事業者の利便の最適化，④分
野の垣根を越えること（いわゆる横串の発想），
の四つを掲げている。

図－ 2　我が国の人口と高齢化率の推移

（出典） 総務省「人口推計」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29年推計）」をもとに，国土交通省国土政策局作成。

日本海溝（青森県東方沖
から岩手県沖南部）
M7～7.9 程度Ⅲランク

南海トラフ
M8～9程度Ⅲランク

Ⅲランク（高い）：30年以内の地震発生確率が26%以上
Ⅱランク（やや高い）：30年以内の地震発生確率が3～26%未満

※いずれのランクであってもすぐに地震が起こることが否
　定できない。確率が低いようにみえても決して地震が発
　生しないことを意味しない。（算定基準2022年 1月 1日）

○ランク分けにかかわらず，日本ではどの場所においても，地震による強い揺れの恐れがあります。

日本海溝（宮城県沖）
M7～7.5 程度Ⅲランク
M7.9 程度Ⅱランク

相模トラフ
M8程度Ⅱランク

日本海東縁（秋田県沖から
佐渡島北方沖）

M7.5～7.8 程度Ⅱランク

千島海溝（根室沖から色
丹島沖及び択捉島沖）
M8程度Ⅲランク

千島海溝（十勝沖）
M8程度Ⅱランク

千島海溝（１７世紀型）
M8.8 程度以上Ⅲランク

日本海溝（福島県沖から
茨城県沖）

M7～7.5 程度Ⅲランク

相模トラフ（その他の南関東の地震）
M6.7～7.3 程度Ⅲランク

日本海溝（青森県東方沖
から房総沖の海溝寄り）
M8.6～9程度Ⅲランク

（出典） 地震調査研究推進本部ホームページ  
（https://www.jishin.go.jp/evaluation/evaluation_summary/#kaiko_rank）をもとに，国土交通省国土政策局作成。

図－ 3　主な海溝型地震の発生確率値（Ⅱランク以上）
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これら四つの原理は，それぞれをバラバラに取
り入れるものではなく，お互いに結びつけ，一つ
の原理を取り入れるために，他の原理を取り入れ
ることになる。

このように，国土づくりに関する全ての課題の
解決に共通して取り入れるべき原理を示すこと
は，新たな国土形成計画の特徴となる基軸であ
り，従来の計画との大きな違いである。

①　民の力を最大限発揮する官民共創
国土の課題にスピーディーに対応するために

は，行政中心の取組だけではなく，民の力を最大
限発揮し，官民の多様なステークホルダーが連
携・協働して，いわゆる「全員野球」の発想で国
土の課題解決に当たる必要がある。

政府が進めている「新しい資本主義」は，i）「市
場も国家も」，「官も民も」によって課題を解決す
ること，ii）課題解決を通じて新たな市場を創
る，すなわち社会的課題解決と経済成長の二兎を
実現すること，iii）国民の暮らしを改善し，課題
解決を通じて一人一人の国民の持続的な幸福を実
現すること，を基本的な思想とする。新たな国土
形成計画は，このような社会となる国土づくりを
目指すものであり，「新しい資本主義」を体現し
ていかなければならない。

②　デジタルの徹底活用
デジタルの徹底活用によって，地方が抱える課

題をはじめ国土の課題に対し，効率的・効果的に
解決していくことができる。

政府が進めている「デジタル田園都市国家構想」
は，様々な社会課題に直面する地方にこそ，デジ
タル技術を活用するニーズがあることに鑑み，デ
ジタル技術の活用によって，地域の個性を活かし
ながら地方活性化を加速し，地方の課題解決，魅
力向上のブレークスルーを実現するものである。
新たな国土形成計画は，このような「デジタル田
園都市国家構想」を実現する国土づくりを目指さ
なければならない。もっとも，デジタル活用によ
って国土のあり方や暮らし方が変わるが，ヒトや

モノの移動のようにデジタルでは代替できずリア
ルの対応が必要となる分野もある。

③　生活者・事業者の利便の最適化
地域課題へのこれまでの対応は，行政界に捉わ

れてしまうなど，行政目線になりがちであったこ
とは否めない。国民の価値観やライフスタイルが
多様化する中で，国民一人一人が豊かに生き生き
と暮らせる社会の構築，個人と社会全体の Well
－being の増大等の観点から，住民の行動範囲・
生活パターンや事業活動の実態などを十分考慮し
て，地域の生活者・事業者の利便にとって最適か
という，いわば生活者目線によって，地域課題の
解決に当たる必要がある。

④　分野の垣根を越えること（いわゆる横串の発
想）
これまでは，交通，医療，介護，教育等の分野

の間で，国・地方公共団体・民間がバラバラに対
応するという縦割りの発想で取組が進められがち
であったが，異なる分野で抱えている共通の課題
に対してデジタルを活用し，各自が有する資源を
融通し，あるいは共有しあうことで，それらの課
題を解決できる可能性を，早急に広げていかなけ
ればならない。

分野の垣根を越えて課題の共通項を抽出し解決
していくプラットフォームを構築するなど，横串
の発想で課題解決に取り組んでいく必要がある。

⑶　重点的に取り組む分野とその方向性
「中間とりまとめ」では，国土の課題を解決す

るために，⑵の四つの原理を活用して取り組む重
点分野を示すとともに，それぞれの重点分野につ
いて課題と対応の方向性，さらには最終とりまと
めに向けて検討を深めていかなければならない事
項を整理している。

①　地域の関係者がデジタルを活用して自らデザ
インする新たな生活圏 ～地域生活圏～
⑵の四つの原理に沿って，行政と生活者・事業
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者が一緒になって，地域ごとの実情に応じ独自に
考えて行動して取り組むことで，将来にわたり暮
らしに不可欠な諸機能の維持・向上を図る新たな
生活圏を「地域生活圏」と提唱している。この地
域生活圏の実現は，全国どこでも誰もが便利で快
適に暮らせる社会を目指すデジタル田園都市国家
構想を実現する国土づくりにおいて重要である。

また，人口減少・少子高齢化の中で地域生活圏
を実現するためには，地域活動の担い手となる多
様な人材の確保が不可欠である。特に，特定の地
域に継続的に多様な形で関わる「関係人口」は，
全国に約 2,000 万人存在すると推計され，地域の
内発的発展に必要な担い手の量的・質的確保の実
現に貢献しうる。こうした関係人口の拡大と地域
の関わりの深化を国土形成の重要な方向性の一つ
として位置付けることが重要である。

また，人口減少が大きい地方部では，若い女性
が都市部に顕著に流出していることから，女性活
躍の観点を重視した取組が重要である。都市部へ
流出する若年女性に歯止めをかけるため，国土形
成計画における女性活躍を，「地方でも女性の就
職の選択肢が多いこと」とし，地方の人口減少及
び少子化に歯止めをかける必要がある。

②　多様なニーズに応じあらゆる暮らし方と経済
活動を可能にする世界唯一の新たな大都市圏　
～スーパー・メガリージョンの進化～
東京－大阪間を約 1 時間に短縮するリニア中央

新幹線が開業し，さらに 5G の活用などデジタル
活用が進み，交通・物流を大きく変える自動運転
が実現することによって，東京・名古屋・大阪と
近隣地域はもとより，その間に位置する地域を含
む一連の圏域が一体となって多様な魅力を発揮す
る，世界最大級の新たな大都市圏が誕生する。

これを契機に，多様なニーズに応じあらゆる暮
らし方と経済活動を可能にする世界に例のない新
たな大都市圏として世界に打ち出していくべきで
ある。また，その効果を広域的に拡大し，地方の
活性化を牽引し，持続可能な国土の形成や東京一
極集中の是正につながるものとなるよう最大限努

めていく。地方にとっては，東京－大阪間の時間
距離の圧縮が，東北－名古屋間など，地方と大都
市圏の移動時間も短縮することになり，大都市圏
との連携によりその成長の果実を地方に波及させ
ることができる。

③　産業の構造転換・再配置により，機能を補完
しあう国土 ～令和の産業再配置～
我が国の人口・産業の集積地域である太平洋ベ

ルト地域は，南海トラフ巨大地震，首都直下地震
等巨大災害による被災が想定される地域であり，
同時に，CO2 を多く排出する鉄鋼や石油化学コン
ビナートが集積する地域でもある。

水素・燃料アンモニア産業など脱炭素関連産業
は，新たな成長分野であり，地域にとって新たな
成長の機会である。地域社会・地域経済のための
産業構造の円滑な転換とともに，成長産業が分散
立地することで，全国的な観点から産業機能を補
完しあえる国土を構築し，持続的な経済を実現
し，巨大災害リスクの軽減とカーボンニュートラ
ルを同時に達成する。

④　国土の適正な利用・管理（新たな国土利用計
画）
人口減少・高齢化に伴い，国土の管理水準のさ

らなる低下が強く懸念される中，様々な地域課題
にも対応した適正な国土の利用・管理を確保する
ため，i）地域社会全体の持続性を重視した国土
利用・管理，ii）地理的条件による災害リスクを
踏まえた国土利用・管理を確保する必要がある。

これらの課題について，分野の垣根を越えて解
決を図るため，デジタルの徹底活用を促進しつ
つ，住民自らが話し合い，官のサポートで土地の
利用・管理の方向性を示す市町村管理構想，地域
管理構想とその土台となる国土利用計画（市町村
計画）の一体的な策定を促進し，全国展開を図る
ことが肝要である（図－ 4）。
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今後に向けて

「中間とりまとめ」については，国土審議会の
後，斉藤国土交通大臣，永野国土審議会会長及び
増田計画部会長から岸田総理大臣に報告を行った
ところ，以下の指示があった。
※岸田総理大臣からの指示（令和 4 年 7 月 15 日
の中間とりまとめ報告時）
○国土形成計画は，総合的かつ長期的な国土のあ

り方を示す大変重要なものであり，さらなる検
討を進めるに当たり，2 点お願いしたい。

1.　新しい資本主義のグランドデザイン・実行計
画やデジタル田園都市国家構想の基本方針を踏
まえ，

・これを反映して，総合的・長期的な国土づくり

の方向性を示すとともに，
・中間とりまとめで提示された「地域生活圏」，
「大都市圏の再構築」，「産業の再配置」につい
て具体的対応策の検討を進めること。

2.　関係府省と緊密に連携するとともに，経済界
と一体となって，国土を巡る社会課題の解決と
持続的な成長の実現に向け，官民連携で取り組
むこと。

これらを踏まえつつ，今後は中間とりまとめで
方向性を示したものについても検討を深め，具体
的なあるべき国土像を検討するとともに，これま
での計画部会では十分な議論ができていない分野
についても，引き続き検討・整理し，来年夏頃に
新たな国土形成計画の閣議決定を目指すこととし
ている。

3

地域の関係者がデジタルを活用して
自らデザインする新たな生活圏

～ 地域生活圏 ～

〇7月；国土形成計画の中間とりまとめ（国土審議会）⇒具体的対応策の検討等　〇来年央；新たな国土形成計画（閣議決定）今後の進め方

重点的に取り組む分野とその方向

産業の構造転換・再配置により，機能を補完しあう国土
～ 令和の産業再配置 ～

持続可能な国土の形成，地方から全国へとボトムアップの成長，東京一極集中の是正

国土の課題

ＣＮ実現
●南海トラフ巨大地震
●首都直下地震

CO2 排出量の
大きい産業

被災エリアを考慮した
産業再配置，
新産業の立地誘導を検討

産業構造の円滑な
転換が地域にとっ
て重要
水素・ｱﾝﾓﾆｱ産業等は
新たな成長分野

成長産業の分散立地により
全国的観点から機能を補完しあえる国土

人口・産業集積地域
に甚大な被害
～首都圏，太平洋側

太平洋ベルト地帯
に集積同じエリア

＜地域生活圏＞
●地域ごとに
① 官民の多様な主体が共創して
② デジタルを徹底活用し
③ 生活者・事業者の利便を最適化しつつ
④ 横串の発想　という４つの原理で
取組を独自に考え行動し，将来にわたり暮らしに
不可欠な諸機能の維持・向上を図る新しい生活圏
●市町村界に捉われず，４つの原理をうまく取り入れる
（取組の参考となる人口規模のひとつの目安は10万人）

実現に向けた多様な人材の確保
①関係人口の拡大・深化 ②女性活躍

《新しい資本主義の体現》
・新たな官民連携，社会課題解決と経済成長，
　国民の持続的な幸福

《デジタル田園都市国家構想の実現》
全国どこでも誰もが便利で快適に
暮らせる社会

住民自らが話し合い官のサポートで人口減少下の適正な土地の利用・管理の方向性を示す管理構想の推進方策を強化して全国展開（国土利用計画）

・人口減少・少子高齢化への対応， ・巨大災害リスクへの対応， ・気候変動への対応（カーボンニュートラル（CN）の実現），
・東京一極集中の是正， ・地方の暮らしに不可欠な諸機能の確保， ・国際競争力の強化， ・エネルギー・食料の安定供給

① 民の力を最大限発揮する官民共創
② デジタルの徹底活用
③ 生活者・事業者の利便の最適化
④ 分野の垣根を越えること（いわゆる横串の発想）

共通して取り入れるべき課題解決の原理

巨大災害対応

（取組の例）
・大都市と同様に５Gをはじめとするﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾝﾌﾗを確保
・官民や交通事業者間，他分野との垣根を越えた「共創」
　で地域交通をリ・デザインし，住民の移動手段を確保
・将来の自動運転の実装・普及に必要な都市・地域構
　造の実現
・地域産業は「稼ぐ力」を強化
　（デジタル実装，海外展開，スマート農林水産業等）
・テレワークによる多様な暮らし方・働き方の実現

多様なニーズに応じあらゆる暮らし方と経済活動を
可能にする世界唯一の新たな大都市圏
～ スーパー・メガリージョンの進化 ～

●東京・名古屋・大阪を含む一連の圏域が，リニア
　中央新幹線の開業，５Ｇの活用や自動運転の実現
　によって，一体化した世界最大級の新たな大都市
　圏を形成
●多様な暮らし方と経済活動を提供できる大都市圏
　として世界に例を見ない存在

＜世界唯一の魅力＞
●多彩な自然・歴史・文化を内包し，多様な価値観に
　応じた暮らし方と経済活動の選択肢を提供
●巨大災害へのリスクも，新たな大都市圏域内での補完
　が可能

●世界からヒト・モノ・カネ・情報を呼び込み
●イノベーションの創出，スタートアップの輩出
　　　～国際的なスタートアップエコシステム

＜地方にとっての魅力＞
●地方にとって広大な新たな大都市圏との距離が短くなり，
　地方経済の活性化，稼ぐ力の向上，雇用の拡大
●地方と海外の架け橋としても役割を発揮
●地域生活圏の実現を下支え

全国で地域生活圏を構築し，
デジタル田園都市国家構想を実現

国際競争力の回復・強化を牽引

地方の活性化を牽引

●地域生活圏の構築と新たな大都市圏の形成を目指す
　中で持続可能な経済を実現
●巨大災害のリスク軽減を，CN実現のための産業転換
　を契機に，同時に解決
●民が力を最大限発揮し，官が支えていくことが不可欠

持続可能な経済を実現

図－ 4　国土形成計画（全国計画）中間とりまとめ（概要）
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